
全建事発第 095 号 
令和元年 11 月 8 日 

 
各都道府県建設業協会 会長 殿 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長  近 藤 晴 貞 

〔公 印 省 略〕 

 

 
登録基幹技能者講習に関する告示の改正について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、国土交通省から登録土工基幹技能者講習及び登録ＡＬＣ基幹技能者講

習を修了した者を、主任技術者の要件を満たす者として認定されることとなっ

た旨の通知がありました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件につきまして、貴会会員

企業の皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 以上 

 
（添付資料） 
・国土交通省通知文 
・別添１ 令和元年国土交通省告示第７４０号（改正告示） 
・別添２ 平成３０年国土交通省告示第４３５号 

 
 
 

【担当】事業部 平井 
TEL：03-3551-9396 
FAX：03-3555-3218 
E-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号

建
設
業
法
施
行
規
則
及
び
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
七
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
（
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
こ
と
を
受
講
資
格
の
一
つ
と
し
、
か
つ
、
当
該
受
講
資
格
を
有
す
る
者
が
受
講
す
る
も
の
に
限
る
。
）

大
工
工
事
業

一

登
録
型
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幹
技
能
者

二

登
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建
築
大
工
基
幹
技
能
者
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左
官
工
事
業

一

登
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左
官
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技
能
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仕
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登
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Ｃ
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技
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者
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技
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築
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登
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者
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基
幹
技
能
者
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タ
イ
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者
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技
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板
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登
録
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幹
技
能
者
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録
硝
子
工
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技
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者

塗
装
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業

一

登
録
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設
塗
装
基
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技
能
者
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壁
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技
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者
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録
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防
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技
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熱
絶
縁
工
事
業

登
録
保
温
保
冷
基
幹
技
能
者

電
気
通
信
工
事
業

登
録
電
気
工
事
基
幹
技
能
者

造
園
工
事
業

一

登
録
造
園
基
幹
技
能
者

二

登
録
運
動
施
設
基
幹
技
能
者

建
具
工
事
業

登
録
サ
ッ
シ
・
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
基
幹
技
能
者

消
防
施
設
工
事
業

登
録
消
火
設
備
基
幹
技
能
者

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
、
本
則
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
受
講
資
格
と
し
な
い
も
の
を
修

了
し
た
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
本
則
に
規
定
す
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

３

本
則
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
以

外
の
建
設
業
（
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と

を
受
講
資
格
の
一
つ
と
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
建
設
業
に
係
る
当
該
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。


